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国保税の３区分

医療保険分（医療分）
病院等で受診した際の医療費の支払いに充てる分の

保険税

後期高齢者医療支援金分（支援分）
７５歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支

援するための保険税

介護保険分（介護分）
介護保険のための保険税
４０歳～６４歳までの被保険者が納めます
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医療分

所得割 資産割

均等割 平等割

支援分

所得割 資産割

均等割 平等割

介護分

所得割 資産割

均等割 平等割

40歳から64歳まで
の被保険者が対象

※６５歳になると介護保険料は、
別に納めます
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４つの項目で保険税を課税します。

(1)所得割

応能割

(2)資産割

(3)均等割

応益割

(4)平等割
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(1)所得割とは

(2)資産割とは

(3)均等割とは

(4)平等割とは

被保険者それぞれの所得に応じて計算

被保険者の固定資産税を基に計算

世帯の被保険者数に応じて計算

均等割×人数

一世帯あたり金額

国民健康保険税



※各年度当初調定額（法定軽減及び限度額超過の適用後）

当初調定額の状況
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当初調定額の推移

当初調定額 1人当たり保険税調定額（平均）（円） （円）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

当初調定額 1,231,148,200 1,235,154,500 1,182,850,000 1,088,094,000 1,059,210,500 1,039,578,400

被保険者数（人） 13,888 13,612 13,160 12,187 11,540 10,818

1人当たり
保険税調定額

107,431 110,019 108,700 107,429 110,197 114,828
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（単位：円/人）



年代別被保険者数

※令和7年6月2日時点の被保険者数
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10代以下 20代 30代 40代 50代 60才～74才

年代別被保険者数（Ｒ７）
（単位：人）

10代以下 20代 30代 40代 50代 60～74 計

被保険者数（人） 884 424 607 960 1422 6,263 10,560

割合（％） 8.37% 4.02% 5.75% 9.09% 13.47% 59.31% 100%

全体の約60％を60才以上
の被保険者が占めている。
社会保険加入者が定年退

職後、後期高齢者医療保険
に加入するまでの間、国保
の被保険者となる場合が多
いためと考えられる。
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年代別所得の状況
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令和7年6月2日時点国保資格取得者

所得階層別被保険者数（R7）

所得0円の被保険者が30.4%を占める。
（19才以下の被保険者884人除く）
このうち60才～74才は1,590人で20才以上
の被保険者全体の約16.4％

20代 30代 40代 50代 60～74 計 割合

0円 254 248 365 481 1,590 2, 938 30.4%

100万円以下 91 141 226 353 2, 537 3,348 34.6%

200万円以下 51 111 171 289 1,524 2,146 22.2%

300万円以下 21 63 111 147 366 708 7.3%

400万円以下 3 22 38 61 134 258 2.7%

500万円以下 1 7 20 33 52 113 1.2%

600万円以下 2 2 11 23 26 64 0.7%

700万円以下 0 4 4 11 5 24 0.2%

800万円以下 0 1 2 4 8 15 0.2%

900万円以下 0 2 3 5 6 16 0.2%

1000万円以下 0 1 3 5 5 14 0.1%

1000万円以上 1 5 6 10 10 32 0.3%

計 424 607 960 1,422 6,263 9,676 100%

割合 4.4% 6.3% 9.9% 14.7% 64.7% 100%

2,938人
（30.4％）

3,348人
（34.6％）

2,146人
（22.2％）

708人
（7.3％）

258人
（2.7％） 113人

（1.2％）
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313,374 4,298,886 
16,137,391 

35,753,463 

240,328,037 
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（円）

年代別固定資産税の状況

固定資産税総額 課税対象者数（人） 1人当たり平均額

20代 313,374 8 39,172

30代 4,298,886 76 56,565

40代 16,137,391 250 6,4550

50代 35,753,463 580 61,644

60～74 240,328,037 3,711 64,761

計 296,838,226 4,626 64,167

（単位：円）

令和7年6月2日時点国保資格取得者

（円）

60代以上の被保険者数が圧倒的に多
いことから、固定資産税総額は群を抜
いて高くなっているが、１人当たりの
平均額をみると、同水準である。
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年代別固定資産税総額及び平均額（R7）



年代別所得割・資産割の課税状況
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被保険者数のうち、60代以上が約60％を占めているた
め、どの項目も60代以上が多いが、年代別にみると20代
から50代で、「所得割・資産割無」の次に、「所得割の
み」の被保険者が多くを占めている。
60代以上では「所得割・資産割有」の被保険者が最も

多い。
全体では、「所得割」も「資産割」も課税されない被

保険者が30.6％となっている。

10代以下884人中
所得割課税対象者…7名
資産割課税対象者…1名

年代別所得割・資産割課税状況（R7）

令和7年6月2日時点国保資格取得者

年代
所得割・資産割無 所得割・資産割有 資産割のみ 所得割のみ

合計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

20代 296 69.8% 4 0.9% 4 0.9% 120 28.3% 424

30代 300 49.4% 61 10.0% 15 2.5% 231 38.1% 607

40代 388 40.4% 177 18.4% 73 7.6% 322 33.5% 960

50代 445 31.3% 383 26.9% 197 13.9% 397 27.9% 1,422

60～74 1,528 24.4% 2,492 39.8% 1,219 19.5% 1,024 16.3% 6,263

合計 2,957 30.6% 3,177 32.2% 1,508 15.6% 2,094 21.6% 9,676

（人）
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※各年度当初調定額における賦課額割合（法定軽減及び限度額超を除く）

応能割・応益割別賦課割合の状況

令和8年度の資産割廃止に向け
た経過措置として、令和7年度は
資産割の税率を前年から半減して
いる。賦課額に占める資産割の割
合も、前年と比べると３.4ポイン
ト減少している。

応能割 応益割

所得割 資産割 均等割 平等割

令和2年度 52.80% 45.90% 7.00% 47.20% 29.30% 17.80%

令和3年度 53.60% 47.00% 6.60% 46.40% 28.70% 17.70%

令和4年度 53.90% 47.20% 6.70% 46.10% 28.40% 17.70%

令和5年度 53.70% 46.80% 6.90% 46.30% 28.30% 18.00%

令和6年度 54.20% 47.60% 6.60% 45.80% 27.80% 18.00%

令和7年度 52.86% 49.60% 3.20% 47.14% 23.20% 24.00%

17.80% 17.70% 17.70% 18.00% 18.00%
24.00%

29.30% 28.70% 28.40% 28.30% 27.80%
23.20%

7.00% 6.60% 6.70% 6.90% 6.60% 3.20%

45.90% 47.00% 47.20% 46.80% 47.60% 49.60%
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※応能割：個々の能力に応じて課税 ※応益割：受ける利益に応じて課税

応能割

応益割
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266,214 264,225 258,208 243,700 234,860 310,751

438,358 428,206 413,190 383,359 363,323
300,580

104,364 98,157 97,461 
92,791 86,658 41,802

685,327 701,499 687,301 
632,668 622,060 643,841

50,101 
52,102 52,227 51,913 

53,905
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所得割 資産割 均等割 平等割 1人当たり所得割額

（千円） （円）

応能割・応益割別賦課額の推移を見ると、被保険者の減少等により全体の賦課総額は減少してい
る。
１人当たりの平均所得割額については、令和7年度は前年度に比べ増加している。

応能割・応益割別
賦課額の推移

1,562,039
1,494,263 1,492,087

1,456,160
1,352,518
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1,306,901

※各年度当初調定額（法定軽減及び限度額超過の適用前）

応能割・応益割別賦課額の状況

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

所得割（千円） 685,327 701,499 687,301 632,668 622,060 643,841

資産割（千円） 104,364 98,157 97,461 92,791 86,658 41,802

均等割（千円） 438,358 428,206 413,190 383,359 363,323 300,580

平等割（千円） 266,214 264,225 258,208 243,700 234,860 310,751

被保険者数 13,888 13,612 13,160 12,187 11,540 10,818

1人当たり所得割額
（円）

50,101 52,102 52,227 51,913 53,905 59,516



※各年度当初賦課時点の世帯数及び割合

法定軽減世帯数の状況
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3,751 3,810 3,639 3,391 3,385 3,302

1,028 999 962 
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軽減世帯数の推移 法定軽減
低所得世帯に対する「均等割」と「平等割」の軽減制度。世帯主と被保険者の前

年中の所得額の合計が一定基準以下の場合、7割・５割・2割が軽減される。

8,436世帯

4,461
（56.8％）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合 世帯数 割合

7割軽減 2,333 27.5% 2,346 27.8% 2,367 28.6% 2,286 29.1% 2,175 28.7% 2,031 28.0%

5割軽減 1,360 16.1% 1,281 15.2% 1,300 15.7% 1,204 15.3% 1,161 15.3% 1,069 14.7%

2割軽減 1,028 12.1% 999 11.8% 962 11.6% 971 12.4% 856 11.3% 861 11.9%

軽減非該当 3,751 44.3% 3,810 45.2% 3,639 44.0% 3,391 43.2% 3,385 44.7% 3,302 45.5%

総世帯数 8,472 100.0% 8,436 100.0% 8,268 100.0% 7,852 100.0% 7,577 100.0% 7,263 100.0%

限度額超過世帯 71 0.8% 77 0.9% 87 1.1% 55 0.7% 56 0.7% 58 0.8%

（世帯）

7,263世帯

7,852世帯 7,577世帯
8,268世帯

8,472世帯

4,192
（55.3％）

4,721
（55.7％）

4,626
（54.8％）

4,629
（56.0％） 3,961

（54.5％）


